
 

物資の流通の効率化に関する法律に基づく特定流通業務施設 

 

 市街化調整区域内において物資の流通の効率化に関する法律（以下「物資流通効率化法」

という。）に基づく特定流通業務施設について、下記のすべての要件に該当するものは、都

市計画法第３４条第１４号又は同法施行令第３６条第１項第３号ホに該当する事案として、

開発審査会に付議することができるものとする。 

 

記 

１ 適用対象の建築物 

 物資流通効率化法第６条第２項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第４条

第３号に規定する特定流通業務施設に該当するものとして同法第６条第１項による認定を

受けたものであって、次のいずれかに該当するもの。 

 ⑴ 貨物自動車運送事業法第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業（同条第６

項の特別積合せ貨物運送をするものを除く。）の用に供する施設 

 ⑵ 倉庫業法第２条第２項に規定する倉庫業の用に供する同条第１項に規定する倉庫 
 

２ 立地に関する要件 

 当該特定流通業務施設（以下「当該施設」という。）の敷地は、原則⑴に該当する土地で

あること。ただし、⑴に立地が困難であると認められる場合は、⑵に該当する敷地である

こと。 

 ⑴ 都市計画法第１８条の２の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針である「所

沢市都市計画マスタープラン」において流通ゾーンに位置付けられており、市長があ

らかじめ指定した、四車線以上の道路（以下「指定道路」という。）の沿道又はインタ

ーチェンジ周辺の区域（以下「指定区域」という。）内にあること。 

 ⑵ 関越自動車道所沢インターチェンジの料金所から半径５キロメートル以内にあり、

かつ、当該施設の敷地の前面道路から所沢インターチェンジ入口に至るまでの区間の

道路幅員が１２メートル以上確保されていること。ただし、当該区間の一部が幅員１

２メートル未満の場合にあっては、車両の通行上及び交通安全上支障がないと認めら

れる場合は当該区間の道路幅員が９メートル以上確保されていること。 

 

３ 敷地に関する基準 

 当該施設の敷地は、次のいずれかに該当すること。 

 ⑴ 指定道路の沿道に立地する場合にあっては、敷地面積の過半以上が、指定道路の端

から水平距離５０メートルの範囲内にあること。 

 ⑵ 指定区域に立地する場合にあっては、敷地面積の全体が指定区域内にあり、次のい

ずれかの道路（以下「接続先道路」という。）に接続していること。 

  ア 関越自動車道所沢インターチェンジと接続する国道４６３号、又は県道所沢・青

加車線が設けられている道路の区域は除く。） 

  イ 上記アの道路に接続する指定区域内にある幅員６メートル以上の道路 

 ⑶ 敷地がら関越自動車道所沢インターチェンジの料金所から半径５キロメートル以内

に立地する場合にあっては、敷地面積の過半以上が当該区域内にあること。 



 

 

４ 建築物の利用形態 

 予定建築物は自己の業務の用又は次のいずれの要件も満たす非自己の業務の用に供する

ものであること。 

 ⑴ 当該流通業務施設を建築する者と当該施設の運営事業者間で賃貸借契約（予約契約

を含む。）が締結されていること。 

 ⑵ ⑴の運営事業者以外の第三者によって当該施設の賃貸借が行われるものでないこと。 

 

５ 土地利用等に関する基準 

 土地利用等について、次のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 申請に係る土地は、農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に基づく

農業振興地域内の農用地を含む土地でないこと。ただし、「２ 立地に関する要件⑴」

に該当する土地の場合で農用地を含まなくなることが確実である場合を除く。 

 ⑵ 大型車両が敷地に出入りする出入口の位置は、指定道路、接続先道路又は２⑵の当

該道路に面して設けること。 

 ⑶ 振動や騒音の低減、日照の確保、雨水対策、植栽などについて、周辺環境に配慮し

た設計が行われていること。この場合において、植栽は敷地面積の１０パーセント以

上の緑地を敷地内に確保し、隣地境界線沿いに、適宜、中・高木を植栽すること。 

 

６ 関係機関との協議 

 当該施設の立地に当たって、交通渋滞や交通事故を誘発させることのないように、事前

に道路管理者及び所轄警察署との協議が整ったものであること。 

 

７ 法令との関係 

 他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 

 

 

   附 則 

 この基準は、平成１９年１２月５日から施行する。（平成１９年１２月５日市長決裁） 

   附 則 

 この基準は、令和７年５月 1日から施行する。（令和７年１月２２日市長決裁） 

 


